
一般質問

国
道
１
号
バ
イ
パ
ス
に
つ

い
て（
４
車
線
化
）

答
　
市
の
単
独
要
望
を
は

じ
め
、
関
係
市
で
構
成
す

る
各
期
成
同
盟
会
を
通
じ

て
、
こ
の
８
月
に
滋
賀

県
・
県
警
本
部
・
近
畿
地
方

整
備
局
・
国
交
省
や
財
務

省
に
対
し
て
要
望
活
動
を

行
い
、
様
々
な
角
度
か
ら

そ
の
必
要
性
を
訴
え
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
令
和

７
年
秋
に
開
通
予
定
の
先

線
で
あ
る
山
手
幹
線（
栗

東
～
草
津
）
か
ら
の
交
通

量
が
更
に
増
え
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
中
で
、
現
在

に
お
い
て
も
工
事
着
手
の

時
期
に
つ
い
て
、
明
確
に

示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

引
き
続
き
強
く
要
望
し
て

い
き
た
い
で
す
。

県
道
４
号
交
差
点
に
つ
い

て（
三
雲
西
交
差
点
）

答
　
三
雲
西
交
差
点
の
改

良
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
甲
賀
土
木
事
務
所
に

お
い
て
用
地
測
量
関
係
の

委
託
業
務
を
発
注
さ
れ
て

お
り
、
右
折
レ
ー
ン
の
滞

留
長
を
精
査
し
て
い
る
と

の
報
告
を
受
け
て
い
ま
す
。

交
通
規
制
に
つ
い
て

答
　
朝
夕
の
慢
性
的
な
渋

滞
に
伴
う
生
活
道
路（
旧

東
海
道
）
へ
の
車
両
流
入

を
食
い
止
め
る
た
め
規
制

が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
通
り
抜
け
車
両
が
後

を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
旧
東
海
道
の
市
道

大
溝
線
交
差
点
に
つ
き
ま

し
て
は
、
交
差
点
明
示
と

見
通
し
の
確
保
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
市
で

強
調
表
示
を
実
施
し
注
意

喚
起
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。
ま
た
市
・
警
察
・
地
元

ほ
か
関
係
機
関
と
現
地
確

認
を
行
い
協
議
の
結
果
４

方
向
一
旦
停
止
の
交
通
規

制
の
決
定
が
下
さ
れ
、
現

在
は
、
甲
賀
警
察
署
に
よ

る
路
面
へ
の「
止
ま
れ
」
表

示
と「
止
ま
れ
」
標
識
設
置

を
残
す
の
み
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

通過車両の生活道路への
� 流入対策について
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問　

想
定
浸
水
深
表
示
数

字
の
減
少
対
策
に
つ
い
て
。

答
　
雨
量
の
増
加
に
よ
り
、

河
川
か
ら
水
が
溢
れ
た
り
、

堤
防
決
壊
し
て
、
側
溝
排

水
が
機
能
以
上
に
溢
れ
出

た
り
し
て
、
そ
の
地
点
に

ど
れ
だ
け
水
が
溜
ま
る
か

の
指
標
で
す
。
減
少
方
法

は
、
現
地
で
の
土
地
の
嵩

上
げ
か
、
浚
渫
工
事
に
よ

る
川
底
を
下
げ
る
工
事
等

が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
野

洲
川
を
管
理
す
る
県
で
は
、

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱

化
５
カ
年
加
速
化
計
画
に

よ
っ
て
、
土
手
の
強
靱
化

等
、
１
０
０
年
確
率
に
向

け
て
の
整
備
予
定
を
進
め

て
い
ま
す
。

問　

河
川
管
理
区
域
内
の

倒
木
被
害
リ
ス
ク
に
つ
い

て
。

答
　
多
く
の
樹
木
は
、
植

樹
後
、
数
十
年
経
過
し
、

「
老
木
」
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ら
樹
木
の
管
理
者
は
植

樹
し
た
人
、
団
体
で
す
が
、

河
川
管
理
者
が
植
樹
し
た

樹
木
は
殆
ど
な
く
、
樹
木

の
管
理
者
の
特
定
は
、
困

難
な
作
業
で
す
。

　
現
在
、
地
域
の
皆
様
や

近
隣
住
民
皆
様
の
協
力
に

よ
り
、
維
持
管
理
が
さ
れ

て
い
る
状
況
で
、
地
域
の

皆
様
か
ら
の
情
報
提
供
を

頂
き
な
が
ら
対
応
・
処
理

を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

問　

地
震
被
害
想
定
の
見

直
し
に
つ
い
て
。

答
　
今
後
は
、
被
災
地
へ

の
支
援
に
つ
い
て
も
個
々

の
災
害
対
応
業
務
だ
け
で

な
く
、
災
害
対
応
の
方
針

決
定
や
他
の
自
治
体
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を

行
う
災
害
対
策
本
部
運
営

等
の
分
野
に
つ
き
ま
し
て

も
積
極
的
に
職
員
を
派
遣

す
る
こ
と
で
、
指
揮
命
令
・

対
応
判
断
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
蓄
積
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

自然災害について
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